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９月２７日（月）からの通常授業について 
 

秋の気配がいっそう濃くなってまいりましたが、お変わりなくお過ごしのことと存じます。二学

期開始より、分散登校、オンライン同時授業配信など緊急事態宣言下で感染予防と学びの保障を両

立させるために、これまでとは変則的な教育活動を行っておりますが、課題の受け渡しや、タブレ

ット端末使用の申し込みなどに、ご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

既に学校配信メール等でご案内させていただきました通り、来週９月２７日（月）からは、感染防

止対策を優先した通常授業となります。つきましては、以下の内容についてご協力ください。 

 

 

★【ご協力のお願い】 

〇 9 月 27 日から 10 月 1 日（金）までの、授業に用いる“学習資料”を 9 月 24 日（金）

に、児童へ先渡しします。9 月 24 日（金）に登校されない児童のご家族は、9 月 24 日の

12:00～18:00 の間に、学校まで資料を受け取りに来てください。期間中に、急な感染予

防対応の必要が生じた時に備えてです。ご協力ください。 

〇 9 月 27 日（月）からは、授業の中でタブレットを使用します。現在、学校のタブレッ 

ト端末を使用して見える方は、お戻しください。9 月 27 日（月）、お子様の登校の際に、 

持たせてください。＊充電用のアダプターと充電コードも忘れずに返却してください。 

〇9 月 27 日（月）からも、感染対策やその他の事情にて、オンライン同時配信授業の視聴を 

希望する方は、学校まで連絡をしてください。＊通常授業になりますので、学習内容や場所 

によっては、授業配信を行わない（することができない）場合があります。また、時間割の 

変更が急に生じる場合がありますが、ご理解ください。 

 

通常授業の開始に伴い、学校では、以下の感染症対策を徹底して授業を行います。また、感染者等

や医療従事者等の皆さんへの差別などが生じぬような指導も併せて行ってまいります。 

１．手洗いと手指消毒の指導を徹底します。 

２．換気の徹底を図ります。（各教室にサーキュレーターを設置し、窓を開放し常時換気します。） 

３．共用する物や場所の定期的な消毒（教職員）を行います。 

４．日課を変更し、在校時間を短くします。（５限 14:05 下校、６限 14:55 下校） 

５．学習時には次の活動を避けて行います。 

・長時間のグループワークや近距離で話す活動  

・児童同士が近距離で活動する実験や観察、密集したり接触したりする運動 

・近距離で行う合唱や吹く楽器演奏、制作作業や調理実習など     【裏面へ続く】 



６．給食時は次のように対応します。      ＊期間中のメニューは下に掲載 

・給食前後の手洗いと机上の消毒を徹底します。 

・感染予防のため、同一方向で食事し、黙食を徹底します。 

・９月２７日～１０月１日は、特別メニューとし、配膳は教職員で行います。 

この期間に児童の手洗いや黙食の習慣が身に付くように指導を行います。  

 

ご家庭におかれましても、以下の感染対策につきまして、これまで通りのご協力をよろしくお願

いします。 

★【ご家庭の協力をお願いする内容について】 

１．お子様のマスク着用（不織布を推奨します。） 

２．帰宅後や休日において、手洗い・指手消毒の徹底と人が多く集まる場所への外出を避ける。 

４．毎朝の検温とオンライン健康観察票（８時２０分までの報告をお願いします。） 

  ５．お子様やご家族に発熱等の風邪症状のある場合や、ご家族がＰＣＲ等検査を受ける場合は、 

登校を控えていただくとともに、速やかに学校へ連絡・相談を入れてください。 

 

感染の拡大状況によっては、今後も教育活動の対応の変更や、ご家庭に様々なご協力をお願いす

る場合があるかもしれませんが、子どもたちの安全と、学びのため、学校職員も全力を尽くしてま

いりますので、何卒よろしくお願いいたします。 

 

【9 月 27 日（金）～10 月 1 日（金）のメニュー】 


